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「FOOD TAIPEI 2026」長野県ブース 出展者募集要項 

公益財団法人長野県産業振興機構 

 

1. 目的 

長野県内の加工食品等製造事業者等の海外への販路開拓・拡大を支援するため、アジアを代表する食品専

門見本市「FOOD TAIPEI 2026」に長野県ブースを設置します。台湾をはじめ、世界各地から来場するバイ

ヤーに向けて、「長寿 NAGANO の食」の魅力をアピールし、出展者による、商社・卸、フードサービス、

小売業等との商談を支援します。 

 

2. FOOD TAIPEI 2026 の概要 

(ア) 会期 令和 8 年 6 月 24 日（水）～27 日（土）の 4 日間 10 時から 18 時（最終日は 17 時 

終了） 

(イ) 会場 台北南港展示センター第 2 ホール（台北市南港區經貿二路 1 號） 

(ウ) 主催 中華民国対外貿易発展協会（TAITRA）（通称 台湾貿易センター） 

(エ) その他  

① 食品産業関連の 5 展示会（FOOD TAIPEI、台北国際食品加工機械見本市（FOODTECH）、台北国

際包装工業見本市（TAIPEI PACK）、国際ホテル・レストラン及びケータリング見本市(TAIWAN 

HORECA)、台湾バイオ技術 / 製薬機器見本市（BIO/PHARMATECH TAIWAN）が合同開催され

るアジア屈指のワンストップ型食品産業専門見本市。前回来場者は 47,885 人。長野県ブースを設

置する台北南港展示センター第２ホールは、国際パビリオンの多くが集合する本展示会のメイン会

場。 

② 会期 1 日目から 3 日目は、バイヤーが来場するビジネスデー。4 日目は一般来場者に販売すること

ができるパブリックデー。ただし、台湾で登記された商社等との取引があり、その商社等の人材が

商品代金の授受を行う場合に限り販売できる。 

 

3. 長野県ブースの概要 

(ア) 出展規模 5 小間（9 ㎡×5 小間＝45 ㎡） 

(イ) 出展者数 12 社 

(ウ) 装飾  ブース上部には、長野県らしさを表現した装飾を施す。 

(エ) 設備・備品等 次の設備・備品等を配置する。 

① 展示台：１台（幅 100cm×奥行き 50cm×高さ 100cm） 

② コンセント 110V（500W）：1 個 

③ 共用の冷凍冷蔵庫：1 台 

(オ) PR 媒体 

出展者が作成する FCP 展示会・商談会シートをもとに、「長野県ブース出展商品紹介パンフレット」を

作成し、来場者に配布し商談を促進します。 

(カ) 通訳スタッフの配置 

当機構が出展者 2 社につき 1 名の通訳スタッフを配置し、商談の促進を図ります。 
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4. 応募要件（出展対象者及び出展対象商品） 

(ア) 長野県内に本社または事業所を有する食品（飲料を含む。）を製造している事業者で、次の①又は

②のいずれかに該当する者。また出展商品は自社で製造していることが表示されていること。ただ

し、長野県外に本社を有する事業者にあっては、長野県内に有する事業所で製造した商品に限り出

展商品とすることができる。（他県の事業所・工場で製造された商品は出展できない。） 

① 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下 

② 常時使用する従業員の数が 300 人以下 

(イ) 農業者にあっては、「おいしい信州ふーど」をはじめとする農畜水産物を生産する長野県内の生産

者で、自ら生産する長野県産農畜水産物を主原料とする加工食品を出展する者であること。 

(ウ) 卸売事業者及び小売事業者は応募できません。 

(エ) 台湾へ輸出可能な品目を有すること。台湾による輸入規制等の情報については、農林水産省と

JETRO のホームページを参考にしてください。 

※農林水産省ホームページ： 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#taiwan 

※JETRO ホームページ：https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/foods/exportguide/ 

(オ) 申込書類に掲げる台湾向け販路拡大のための目的・目標について明確に示すことができること。ま

た、FCP 展示会・商談会シートが適正に作成されていること。 

(カ) 次のいずれかの項目に該当すること。 

① スーパーマーケット・トレードショー長野県パビリオン又は FOODEX JAPAN 長野県パビリオン

への出展実績があること。 

② FOOD TAIPEI 長野県ブース、香港 Food Expo 長野県ブース、香港ワイン＆スピリッツフェア長

野県ブース、又はシンガポール Food Japan 長野県ブースへの出展実績があること。 

③ “日本の食品”輸出 EXPO 長野県ブースへの出展実績があること。 

④ FOOD TAIPEI への自社独自出展の実績があること。 

⑤ 裕毛屋長野フェアにおいて店頭プロモーションへの参加実績があること。 

 

5. 出展審査基準 

 項目 4. 応募要件（出展対象者及び出展対象商品）に掲げる要件について審査し選定します。要件を満た

す申込者が募集数を上回る場合は次の項目に即して審査し選定します。 

(ア) 食品安全マネジメントシステムの国際規格である FSSC 22000 又は ISO 22000 を自社で有する事

業者を優先する。次に JFS-C 規格、JFS-BPlus 規格又は JFS-B 規格を自社で有している事業者を

優先する。 

(イ) 長野県内に本社を有する事業者を優先する。 

(ウ) 上記（ア）から（イ）の審査結果においても同実績で選定できない場合は、直近決算期の売上高が

より小さい事業者を優先し出展者を選定する。 

 

6. 出展者募集数 12 社 

 

7. 出展者の決定 

提出された書類をもとに、審査を行い決定します。審査結果は書面により申込者に通知します。審査の内

容に関する問い合わせには応じることはできません。 
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8. 出展申込 

長野県ブースへの出展を希望する事業者は、次のとおり申し込みを行ってください。 

(ア) 出展希望者は「出展申込書」、「出展申込書別表」及び「FCP 展示会・商談会シート」をメールに添

付のうえ、当機構に申し込みを行ってください。 

(イ) FCP 展示会・商談会シートは、出展を予定する商品のうち最大 3 品について作成してください。 

(ウ) 提出書類、申込期限は下表のとおりです。 

申込方法 ① 「出展申込書」及び「出展申込書別表」、「FCP展示会・商談会シート」を

作成してください。 

② 上記書類をメールに添付のうえ提出してください。 

メールでの提出先 長野県産業振興機構 担当：武藤あて 

メールアドレス hanro@nice-o.or.jp 

申込期限 令和 8年 4月 14日（火）17時まで 

(エ) 申込書類に不備、記載漏れがあったときには、申込を受付けない場合があります。 

 

9. 出展者負担金 186,000 円（不課税） 

(ア) 審査により出展が決定したのち送付する出展決定通知書（請求書）より、指定する期日までに当機

構に支払ってください。 

(イ) 出展決定通知書（請求書）に指定する期日までに支払いのない場合には、出展の決定を取り消す場

合があります。 

(ウ) 出展者負担金の支払い後に、出展を辞退した場合には、出展者負担金は返金いたしません。 

(エ) 出展に伴うその他の経費はすべて出展者の負担とします。（渡航費及び滞在費、輸送費及び輸送に

掛かる経費、展示商品等に係る費用等。また、長野県ブースの基本設備以外に出展者が設置する設

備・機器の費用及び電気料金等） 

 

10. 中小企業海外販路開拓助成金活用のご案内 

(ア) FOOD TAIPEI 2026 長野県ブースの出展決定者は、長野県の中小企業海外販路開拓助成金を利用

できます。中小企業海外販路開拓助成金は、本展示会の出展に係る経費の一部を助成するものです。

ただし、出展料と装飾料は助成対象経費には該当しません。 

〇助成対象経費及び助成率等 

助成対象経費 出展料、装飾料、通訳代、印刷製本費、動画制作費（外国語版 PR 動画）、輸送費、

旅費、宿泊料、貿易専門家への謝金 

助成限度額 １００万円 

助成率 ２／３以内 

(イ) 中小企業海外販路開拓助成金を利用するには別途申請が必要です。詳細は次の HP から確認してく

ださい。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/chusho/kaigaihanrokaitakujoseikin.html 

(ウ) 中小企業海外販路開拓助成金に関する問い合わせ先 

長野県産業労働部 経営・創業支援課 

電話 026-235-7195 
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11. その他 

(ア) 出展者は、出展商品の PR 活動に従事する人員及び会場での商談実務に携わる人員の体制を整えて

出展してください。より多くの来場バイヤーを誘引し商談を促進するため、試食及び試飲の提供を

行ってください。 

(イ) 展示会への出展商品等の輸送・通関は出展者自身が行ってください。輸送、通関等が確実に行われ

るよう、出展者の責任において輸送業者を選定し、事前に輸送通関費用に関する見積を入手のうえ、

手配してください。会期終了後の出展商品については、自己責任にて廃棄、若しくは送還してくだ

さい。 

(ウ) 本展示会における実際の商談・取引は、出展者の判断と責任の下で行ってください。万が一、出展

者が損害や不利益等を被る事態が生じたとしても、当機構は一切の責任を負いません。 

 

12. 実施状況等調査の実施 

下表のとおり実施状況調査を行ないます。出展者はこの調査に回答してください。 

実施時期 主な調査内容 

① 会期中当日調査 ・名刺交換件数 

・当日成立の商談件数及び金額 

・特徴的な商談内容 

② 1週間後調査 ・開催内容及び運営方法等について 

・主催者が提供するブース来訪者の情報提供 

③ 3ヶ月後調査 ・取引成立件数及び金額 

・取引先企業名 

・会期後の商談状況 

④ ６ヶ月後調査 ・取引成立件数及び金額 

・取引先企業名 

・会期後の商談状況 

 

13. FOOD TAIPEI 2026 長野県ブース事務局 

公益財団法人長野県産業振興機構 マーケティング支援部  

担当：武藤、山﨑、大給 

電話 026-227-5013 ファックス 026-228-2867  メール hanro@nice-o.or.jp 

 

 


